
 

 

 

2026年 2月 6日 

各 位 

会 社 名: 東京エレクトロン株式会社    

代表者名: 代表取締役社長 河合 利樹 

（コード番号: 8035 東証プライム市場） 

問合せ先: コーポレートガバナンス部長 真藤 誠     

（ＴＥＬ 03－5561－7000） 

 

自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 459条第 1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

 

当社は、2026年2月6日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基

づき、下記のとおり自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
1. 自己株式の取得をおこなう理由 

当社の資本政策に則り、中長期的な利益成長を見据えた成長投資、及び現状のキャッシュポ

ジションなどを総合的に勘案し、自己株式取得を実施するものであります。 

 

2．取得に係る事項の内容 

  （1）取得対象株式の種類   当社普通株式 

  （2）取得し得る株式の総数       750万株（上限） 

    （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.6%）  

  （3）株式の取得価額の総額      1,500億円（上限） 

  （4）取得する期間    2026年 2月 9日～2026年 3月 31日 

 

 

（ご参考）2025年 12 月 31日時点の自己株式の保有状況 

  発行済株式総数（自己株式を除く）         459,713,635株 

  自己株式数        11,919,098株 

 

＊自己株式には、役員報酬 BIP（Board Incentive Plan）信託口及び 

株式付与 ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託口が所有する当社株式を含めていません。 

 

 

 

 

以 上 
 


